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 令和８年１月７日 

報 道 発 表 資 料 

                                         川 崎 市 消 防 局 

令和７年中の火災・救急件数等の概況（速報） 

 

 令和７年中の火災、救急及び１１９番通報の件数をとりまとめました。火災件数は過去１０年

間で最多の件数の４７０件となり、救急件数は過去最多の件数の９１，１５７件となりましたの

で、引き続き火の元には十分御注意いただくとともに救急車の適時・適切な利用に御協力くださ

いますよう広く呼びかけます。 

 

１ 火災概要 

（１）市内火災件数 

令和７年中の火災件数は４７０件で、令和６年の３９８件から７２件増加し、１日当たり 

の発生件数は約１．３件でした。また、過去１０年間の平均火災件数は約３６５件となります。 

 

火災件数を建物、車両及びその他の火災に分類すると、建物火災が３０４件と最も多

く、全体の６５％を占めています。 
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【過去１０年間の火災件数推移】（件） 

建物火災

304（件）

車両火災

35（件）

その他の火災

131（件）

【令和７年中火災種別内訳】
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（２）火災原因

火災原因は令和７年中を見ると、「たばこ」が６４件で１位、２位は「放火（疑いを含

む）」が５５件、３位は「電気機器」で５４件、４位は「こんろ」の５２件、５位が「配

線器具」で５０件となっており、前年と比較すると「たばこ」は１４件増加、「放火（疑

いを含む）」は６件増加、「電気機器」は３件増加、「こんろ」は２件増加しており、「配

線器具」は１１件増加しています。上位の原因でいずれも増加しました。 

 

 （３）火災による死者及び負傷者の状況 

  ア 令和７年中の火災による死者は１２人で、前年と比較すると２人減少しました。死者

の発生原因で最も多かったのは、逃げ遅れによるもので１１人、その他が１人となって

います。年齢別では、６５歳以上の高齢者が１０人、６５歳未満が２人となっています。 

イ 火災による負傷者は６０人で、前年と比較して１２人減少しています。                                                       
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【主な火災原因】
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【過去１０年間の火災による死者数】

高齢者を除く死者数 高齢者の死者数 死者数

（人）
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Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

救急出場件数 68,439 69,318 72,854 75,513 66,951 69,883 84,776 87,591 89,114 91,157
搬送人員 59,937 60,508 63,763 65,128 56,235 57,840 67,185 71,110 72,467 74,147
軽症者数 33,288 32,638 35,121 34,581 27,659 28,404 34,307 37,671 37,658 38,000
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【過去１０年間の救急出場件数・搬送人員等】

２ 救急概要 

 （１）救急出場件数 

令和７年中の救急出場件数は、９１，１５７件で、過去最多の出場件数となりました。

令和６年に比べ２，０４３件（２．３％）増加し、１日平均の出場件数は２４９．７件で

約５分４６秒に１件の割合で救急出場したことになります。 

 （２）搬送人員 

  ア 搬送人員は、７４，１４７人で令和６年に比べて１，６８０人（２．３％）増加し、

過去最多となり、令和７年１２月１日現在の人口を搬送人員で割ると、２１．０人に１

人を搬送したことになります。 

  イ 原因別の搬送人員は、急病が５３，２７２人（７１．８％）、一般負傷が１１，８４６

人（１６．０％）、交通事故が３，１９７人（４．３％）となっており、この３種の原

因で全体の９２．１％を占めています。 

    なお、搬送人員のうち入院を必要としない「軽症者」は、３８，０００人で全体の  

５１．２％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（件・人） 

急病

53,272人
（71.8%）

一般負傷

11,846人
（16.0％）

交通事故

3,197人
（4.3％）

その他

5,832人
（7.9％）

【令和７年中原因別救急搬送人員】



4 

 

（３）令和７年中の特徴 

救急出場件数は、５年連続で増加しており、搬送人員を年齢別割合でみると、６５歳以 

上の高齢者は５６．０％で、前年より１．７ポイント減少しました。その他、成人（１８ 

歳から６４歳）は３５．０％で、前年より１．７ポイント増加、少年（７歳から１８歳未 

満）は３．３％で前年より０．１ポイント増加、乳幼児（７歳未満）は５．６％で、前年 

より０．２ポイント減少しました。 

（４）年末年始の餅による事故 

年末年始（令和７年１２月２９日から令和８年１月３日まで）に餅を喉に詰まらせて 

救急搬送された件数は０件で、前年同時期は３件となっています。 

 

３ １１９番通報受信状況 

  令和７年中の１１９番通報受信件数は、１１０，３９１件で、前年と比べて１，６０７件

（１．５％）増加し、１日平均の受信件数は約３０２．４件（４分４６秒に１件）でした。 

   また、携帯電話による１１９番通報は、７２，５１８件（全体の６５．７％）で、前年   

と比べて３，３２９件増加しました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 消防局からのお願い 

  次の内容をホームページ等で広く呼びかけます。 

（１）たばこによる火災ついては、その多くは喫煙者のマナー違反に起因しています。「灰皿

には水を張り、確実に消火する。」、「ポイ捨てはしない。」等、日頃から喫煙マナーを守る

ようお願いします。また、こんろについては「調理中には目を離さない。」等の基本的な

対策をお願いします。 
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【過去１０年間の１１９番通報受信状況】

１１９番通報受信件数 携帯電話による１１９番通報件数

（件）
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（２）放火防止対策として、「家の周りは整理整頓し燃えやすいものを置かない。」、「ごみ           

は決められた日の朝に出す。」等、放火されない環境づくりに御協力をお願いします。 

（３）電気火災（電気機器、配線器具、電灯・電話等の配線、電気装置に起因する火災）が、

近年、急増しています。「電化製品は、取扱説明書どおりに使用する。」、「モバイルバッテ

リー等のリチウムイオン電池は圧力・衝撃を与えず、変形しているなどの異常があれば使

用を中止する。」、「電気コードが傷んでいる場合や、プラグが変形している場合は使用を

控える。」、「プラグはしっかりと差し込んだ状態で使用する。」等の基本的な対策をお願い

します。 

（４）火災によって命を落とす人の約８割が６５歳以上の高齢者で、そのほとんどが逃げ遅れ

によるものです。自分や家族を守るために、身の回りの整理整頓、火災の発見、火災時の

早期避難について、離れて暮らす家族とも話し合い、火災への備えをお願いします。 

 （５）住宅火災による被害の軽減に向けて、「住宅用火災警報器」の設置及び維持管理をお願

 いします。いざというときに正しく作動するよう、定期的に作動確認を行うことを習慣づ

 けてください。 

（６）救急車の適時・適切な利用に御協力ください！ 

急な病気やケガをしたときに、「救急車を呼んだ方がいいのか」、「今すぐ病院に行った

方が良いのか」などで迷った際は、電話でアドバイスを受けることができる「かながわ救

急相談センター（＃７１１９）」を御利用ください。また、川崎市ホームページでは、「川

崎市救急受診ガイド」を掲載しているほか、医療機関への交通手段がない場合に、消防局

が認定した民間救急車等の事業者情報を「サポート救急」として案内しておりますので、

こちらも御活用していただき、救急車の適時・適切な利用に御協力をお願いします。 

 

【問合せ先】 

（火災に関すること） 

川崎市消防局予防部予防課 渡邊 

電話：044-223-2701 

（救急に関すること） 

川崎市消防局警防部救急課 近藤 

電話：044-223-2621 

（１１９番通報に関すること） 

川崎市消防局警防部指令課 林 

電話：044-223-2631 


